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本報告書について 

平成 17年 1月に施行された使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第

八十七号。以下「自動車リサイクル法」又は「法」という。）では、「施行後五年以内に、

この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こ

ととされており（法附則第 13 条）、これを受け、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイ

クル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会廃棄物・リサイク

ル部会自動車リサイクル専門委員会（以下「合同会議」という。）において、制度の施行状

況について評価・検討が行われ、平成 22年 1月に「自動車リサイクル制度の施行状況の評

価・検討に関する報告書」が取りまとめられた。 

同報告書においては、個別課題と具体的な対策が示されたが、その一つとして中古車と

使用済自動車の取扱いの明確化について下記のとおり指摘されたところである。 

＜中古車と使用済自動車の取扱いの明確化＞（抜粋） 

所有者からの使用済自動車の適正な引渡し、不法投棄や不適正処理への迅速な対応等

の観点から、中古車と使用済自動車の区別の容易化、引取業者の役割分担の徹底、一

般ユーザーへの情報提供や普及啓発を行う。 

一方で、使用済自動車か否かの判断は、個別の自動車の状況や条件、判断を行う場面等

により異なり、一律の基準によって切り分けられるものではない。このため、下取り、オ

ートオークション及び不法投棄に対する地方公共団体の対応等、場面毎の判断の際の拠り

所となるガイドラインを提示することが適当として、産業構造審議会及び中央環境審議会

において合同ワーキンググループを設置し、検討を行った。また、議論に対してパブリッ

クコメントを実施し、その内容を検討の際の参考材料とした。 

なお、検討の過程では、様々な意見が交わされたが、適正な流通の確保に関する内容と、

不法投棄等の処理の迅速化に関する内容とでは、その対象とする自動車の位置づけや環境

等の状況が著しく異なり、ガイドラインとしての性質も異なることから、第１部として「使

用を終えた自動車の適正な流通の確保に向けたガイドライン」、第２部として「不法投棄及

び不適正保管事案への対応に向けた使用済自動車判別ガイドライン」の二部に分けて整理

し、取りまとめることとした。 

今後は、これらのガイドラインの活用を通じ、使用を終えた自動車の適正な流通の確保

や、不法投棄等の処理の迅速化が期待されるとともに、国においては、引き続き、循環型

社会の構築に向けて、自動車リサイクルの一層の推進がなされるよう、自動車の所有者や

関連事業者への必要な情報提供や地方公共団体への援助に努めていくことが望まれる。 
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ーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員

会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ 合同会議＞ 
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◇使用済自動車判別ガイドライン検討にあたっての視点の整理 
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・財団法人日本自動車査定協会 
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・一般社団法人日本ＥＬＶリサイクル機構 

第３回：平成２２年１０月２０日（水） １５：３０～１７：３０ 

◇地方公共団体に対するヒアリング 

・全国知事会 

・全国町村会 

・全国市長会 

◇使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点について 

第４回：平成２２年１２月２２日（水） １３：３０～１６：００ 

◇「使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点」に対する 

パブリックコメントの結果概要について 

◇使用済自動車判別ガイドライン素案（骨子案）について 

第５回：平成２３年２月１日（火） １３：００～１５：００ 

◇使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書（案）について 



◆引取業者からの必要な情報の提供

使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書ついて

使用済自動車か否かの判断は、個別の自動車の状況や条件、判断を行う場面等によ
り異なり、一律の基準によって切り分けられるものではない。そのため、様々な場
面毎の判断の手順や関係者の関不のあり方、実際の判断基準を整理し、判断の拠り
所とするガイドラインを策定。

所有者がその使用を終えた自動車は、以下のように多様なルートをたどり、使用
済自動車として適正処理される。

使用を終えた自動車の適正な流通の確保に向けたガイドライン

・経済的価値、損傷状態、走行距離、年式、預託金相当額、自動車諸税還付など
について、車両の状況と照らし合わせた判断材料の提供。

・「使用済自動車引取依頼書」や中古車の「譲渡証明書」など、書面による意思
確認・情報提供の実施。

・引取業務研修システム等を活用した、継続的な業務資質の向上。

・ＡＡ会場を通じた中古車取引が拡大する中、低年式車や多走行車等を扱う「低
価格車コーナー」を設置する会場も増加。

・会場毎に定めている出品を断る事例、流札した車両の取扱いに関する取り決め
等を関係者間で共有し、認識の共有化を図る。

・流札車両や使用済自動車と思われる車両の取扱いについては、定期的な各会員
会場等への周知徹底等自主的な取組が図られるべき。

◆オートオークション（ＡＡ）会場における取扱い
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丌法投棄及び丌適正保管への対応に向けた使用済自動車判別ガイドライン

①占有者が確知されない丌法投棄疑い事案
【自動車としての本来の用に供する状態であるか】

主要部品の装備状況、車両の損傷状態

【継続使用の意思が認められるか】
（そもそも継続使用の意思がある可能性は低いが、補強材料として）
ナンバープレート、車台番号の存否、使用の形跡等

・また、燃料や廃油・廃液等の漏出など周辺への悪影響が想定される車両や、崖
下投棄など投棄の意図が明らかな車両は使用済自動車との判断が妥当。

②占有者が中古車の保管と主張している丌法投棄・丌適正保管疑い事案
【自動車としての本来の用に供する状態であるか】

主要部品の装備状況、車両の損傷状態

【継続使用または自動車として譲渡の意思が認められるか】
車台番号や車検証の存否、部品の取り外し状況等

【継続使用を前提とした管理がなされているか】保管方法、保管場所等

丌法投棄・丌適正保管の車両に対する地方公共団体による指導の迅速化・効率化
のため、判断に資する具体的な要件の設定が必要とされている。

◆丌法投棄等と疑われる事案における使用済自動車判断基準（総合判断）

※一般的なフローであり、これに依らない事例もある。
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